


■経営体制

日本政策投資銀行 (DB」)|よ、現行の日本政策投資銀行

法のもと、いわゆる会社法を念頭におき、コンプライア

ンス (法令等連守)の 徹底をマネジメン トの基本原則と

■コーポレートガパナンス

DB」は、政府 (主務大臣)が策定する、3年ことの中期の

政策に関する方針 (「中期政策方針」、R151参 照)に従つ

て業務を行い、事業年度ことに 「投融資指針」(R157参照)

を作成 ・公表してしヽます。さらに、外部有識者による 「運

営評議員会」を設置し、中期政策方針に記載された事項に

係る業務の実施状況を検討 ・公表してしヽます。

また、DB」|よ以下のような業務運営上の特色を有して

います。

①民間金融機関の補完 ・奨励

日本政策投資銀行法で|よ、民間金融機関との競争の禁

止が規定され、民間金融機関の行う金融を補完 `奨励

することとされています◇

日本政策投資銀行法に基づく業務運営のマネジメントサイクル

社 会

運営評議員会

外部評価

して位置づけ、あらゆる法令やルールを厳格に連守し、

社会的規範に反することのない誠実かつ公正な活動を遂

行してしヽきます。

②財務の健全性の確保

DB」|よ、償還の確実性および収支相償の原則のもと、

リスクの一層厳格な管理およびALM(Asset Liabil忙y

Managementi資 産 ・負債の総合管理)体制の充実を

図り、政策金融機関として健全かつ効率的な業務運営

に努めてしヽます。

③政策効果等の評価

DB」|よ、政策金融の政策効果等を客観的に評価し、政府

機関としてアカウンタビリティの確保に努めています。

投融資指針(1年 ごと)

評価結果を

投融資指針に反映
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一方、DB」|よ、適正な業務運営およびその成果に対す   ま た、金融機関として抱えるさまざまなリスクの管理

るアカウンタビリティを全うするため、Plan(企画立案) に も取り組み、お客さま、そして社会の信頼を得られる

→Do(実 施)→See(評価)→フィー ドパックというマネ  よ う努力しています◇

ジメントサイクルを活用し、業務の改善を絶えす行つて

しヽます。

plan(企 画立案)プ ロセス

Planプロセス|よ、政府が 「中期政策方針」を策定し、そ  (2)投 融資指針の作成

れを踏まえて、DB」が 「投融資指針」を作成する、としヽう   中 期政策方針を踏まえ、DBJIよ事業年度ことに投融資

2段階から構成されます。

(1)政 府による中期政策方針の策定

ます、主務大臣 (財務大臣および国土交通大臣)に より

3年ことに中期政策方針が定められます。これに|よ、DB」

の業務運営に関する基本的な考え方や寄与すべき経済 ・

社会政策に関する事項などが明記されます。

指針を作成 します。これ|よ、投融資制度の内容、対象と

なる事業、条件などを具体化 したもので、投融資を行う

際の基本方針となります。

Do(実 施)プ ロセス

Doプ ロセスで|よ、Planプ ロセスにおしヽて作成 した投融   用 で|よ対応 しきれす、事業形成や情報提供、モニタリン

資指針に基づき、実際に投融資を行います。 グ等も含む幅広しヽものとなつており、それに応、さわしい

DB」が手がける投融資案件|よ、1件ことの個別性が強い  評 価システムも構築されています◇

ため、Doプ ロセスの内容も指針 ・制度の単なる機械的適

See(評 f面)プ ロセス→フィー ドパック

Seeプロセス|よ、DB」が自ら行う内部評価と 「運営評議  設 置して評価制度の適正な運用に努めるとともに、学識

員会」によつて行われる外部評価の2段階に分かれてい  経 験者からなる委員会を設置して評価制度の改善を図つ

ます◇ ています。

(1)内 部評価 (政策金融評価)             (2)外 部評価 (運営評議員会)

DB」では、①個別案件評価 (すべての投融資案件につしヽ   DBJで |よ外部有識者で構成される 「運営評議員会」を設

て、個別案件ことに政策効果等を評価)、②投融資制度評  置 し、「中期政策方針」に記載された事項に係る業務の実

価 (投融資制度の有効性等を評価)、③プロジェクト評価  施 状況につしヽて、透明性向上の観点から、評議員による

(特定案件 ・業務分野、特定テーマ等の詳細評価)を行しヽ、  検 討結果を公表しています◇

それらの結果を政策金融評価報告書にとりまとめ、財務

の健全性等を表す財務諸表とともに、総括評価として運   そ のほか、毎年度、予算が国会の議決を受け、決算に関

営評議員会に報告したうえで公表してしヽます。       し ても国会へ提出されるとともに、業務全般について会

DB」で十よ、こうした内部評価が恣意的な結果に陥らない  計 検査院、財務省、金融庁等の検査が行われてしヽます。

よう、行内に評価専門セクションとして政策金融評価室を
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内議嫌評価システム

外部評価
運営評議員会

二次評価

個別乗件評価、

投融資制度評

価の論理的整

合性やバランス

をチェック

投融資制度評価

個別乗件評価を投融資制度ことに

集計して評価を行い、投融資制度
の改善につな|ザる

プロジェク ト評価

政策効果や投融資の役喜」が多岐に

わたるプロジェクト、業務連営上重

要と認められる特定の業務分野等

について詳細に評価

個別案件評価

個別の投融資案件についての評価

事前評価 i投融資段階

事後評価 i対象事業の稼働 ・運営

開始後

亜

財務の健全性等の評価

|1日 !各類型の内部評価を実施するDB」 の内部ャクション

(注)主 管部と|よ、各投融資制度に係る投融資の方針 計 画の立案等をつかさどるセクションのこと。

例え|ざ、都市開発部 (P173の 組織図参照)|よ都市開発関連の投融資制度の主管部である。

評1面の視点

①対象事業の政策性 i投融資対象事業が、実際に政策目的を実現するものであるか否か、国民や地域住民にとつてどのような有効性を持ち、

どの程度の成果を上十ザらねるものであるか。

②投融資の役害↓:DBJの 投融資が、民間金融の補完 や奨励原則に基づきつつ、対象事業の実施に際してどのような役書」を果たしているか。

播

■内部監査

内部監査とは

内部監査と|よ、行内のすべての部門から独立した立場

で、組織の内部管理態勢の適切性を総合的 ・客観的に評

価するとともに、抽出された課題等に関して改善に向け

た提言とフォローアップを実施する二連のプロセスです。

DB」に1よ、業務運営にあたり、政府関係機関として社会

的使命を果たすとともに、金融機関として健全性を維持

することが求められており、内部管理の適切性を確保す

るため、内部監査機能が重要であると考えてしヽます。

内部監査体制

DB」で|よ、内部監査部門として他部門から独立した総

裁直属の上席審議役/監 査チームを設置して、リスク管理

の有効性 ,効率性、財務報告の信頼性および法令等の連守

の維持 ・向上を図るため、内部監査を実施しています。

また、監査計画等の基本計画につしヽて|よ、役員会の署

議を受けたうえで総裁が決定することとしてしヽます。さ

らに、監査結果を|よじめ内部監査に関する重要な事項に

つしヽては、業務監査委員会の審議を受けたうえで総裁に

報告することとしており、公正かつ適切な監査を行う体

制を整えています。

総 裁

騒
醒

業務監査委員会

ン!韓上席審議役

内部監査体補」の概要

リスク統括部 ・投融資部店等
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Eコ ンプライアンス (法令等遵守)

基本的な考え方

DB」で1よ、コンプライアンスについての方針を、以下

のように定めてしヽます。

①役職員|よ、当行の社会的使命および銀行の公の責任を

深く自覚し、かつ個々の違法行為および不正な業務が

当行全体の信用の失墜を招き、日本政策投資銀行法第一

条に定める当行の目的の履行に多大な支障を来すこと

を十分認識し、常に法令等を連守した適切な業務を行わ

なければならない◇

②役職員|よ、業務の適法性および適切性に関して当行が

国民に対する説明責任を有することを十分自覚して、

業務を行わなければならなしヽ。

DB」で|よ、コンプライアンスに関連する事項の企画 ・

立案、およびコンプライアンスの総合調整を行うコンプ

ライアンス統括部として法務 ・コンプライアンス部を設

置してしヽます。

また、コンプライアンス等に関する審議機関として一

般リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの実践

状況の把握や行内体制の改善等について審議します。全

部店に設置されたコンプライアンスオフィサー|よ、各部

門、各支店 ・事務所におしヽて遵守状況の確認を行うとと

もに、コンプライアンス関連事項の報告 ・連絡窓国とし

て機能してしヽます◇

コンプライアンス体制

ヨンプライアンス活動

DB」で1よ、コンプライアンス実践のための具体的な行

動の留意点や関係法令を記載 したコンプライアンスマニ

ュアルを作成 し(全 役職員に配布 しています◇また、行

内におしヽてコンプライアンスに関する基本的事項の周

知 ・徹底を図るため、全役職員を対象に研修 ・説明会を

実施 しています。

さらに、コンプライアンス実践のための具体的な行動

計画として、年度ことにコンプライアンスプログラムを

策定し、一般リスク管理委員会において審議し、総裁が

決定することとしています。

個人情報保護宣言

当行|よ、お取引先さま等からお預かりした個人に関する情報を、独立行   5.個 人情報の安全管理

政法人等が保有する個人情報の保護に関する法律を遵守の上、以下の通り

取扱います。

なお、当行の保有する個人情報の取扱いについてのこ意見、苦惰等につ

きましては、日本政策投資銀行個人情報保護窓日までお願い致します。

1.個人情報を利用する目的

当行は、日本政策投資銀行法に定められた業務を確実に行うために、お

取引先さま等め`ら必要な情報をお預かりし、利用させていただきます。

2.利用目的による制限

当行がお取引先さま等わ`らお預かりした個人情報は、上言己の目的以外に

は使用いたしません。なお、具体的な利用目的について|よ、当行ホーム

ページ上で公表し、それ以外の利用目的につきましては、それぞれ取得

する際に明示いたします。

3.適正な取得

当行は、お取引先さま等から個人情報をお預かりする場合には、虚偽の

目的を伝えたり不正な方法で取得したりすることはありません。

4.個人情報の内容の管理

当行iよ、お取引先さま等の個人情報の正確性を確保するよう務め、お取

引先さま等にも己協力をお願いしております。

当行は、お預かりしているお取引先さま等のイ国人情報が漏洩することが

ないよう、安全管理を講じており、今後も継続的に改善措置を講じてま

いります。そのためにお取引先さま等の1国人情報を扱う当行役職員に

は必要な教育と監督を、業務委言毛先に対しては守秘義務契約を締結する

など、厳格な取扱いに務めております。

6.第二者への情報提供

当行は、お取引先さま等からお預かりしている個人情報について|よ、こ

本人さまの同意がある場合や同意が推定できる場合を除いて外部に提

供いたしません。ただし、法令等で定められている場合やこ本人さま己

自身や公共の利益のために必要な場合に1よ提供することがあります。

7.個人情報の開示

当行は、お取引先さま等からお預かりしている個人情報について、こ本

人さまからその開示請求があった場合には、独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律に定められた手続を実施いたします。

8.個人情報の訂正、利用停止

当行は、お取引先さま等からお預かりしている個人情報のうち法律に定

められた手続により開示したものについて、こ本人さまから訂正や利用

停止のこ依頼があつた場合には、独立行政法人等の保有する個人情報の

保護に関する法律に定められた手続を実施いたします。

18  DB」 のマネジメント機能

… … … ―― R



■リスク管理

金融の自由化、コンピュータ技術の発達にともなう金

融の機械化の推進、金融技術の革新等により、金融機関

の抱えるリスク|よますます多様化 ・複雑化しています。

また、DB」の業務におけるリスクも例外で|よなく、リス

ク管理の果たす役害」|よ従来にも増して重要なものとなつ

てきてしヽます。

DB」で|よ、経営の健全性 ・安全性を確保 しつつ企業価

値を高めていくために、業務やリスクの特性に応 じてリ

スクを適切に管理し、コン トロールしてしヽくことを経営

上の最重要課題として認識 し、リスク管理態勢の整備に

取り組んでしヽます。

ALM・ リスク管理態勢

DB」で|よ、業務を継続的に遂行する前提となる財務の健

全性維持と業務の効率性改善の両立を図るため、ALM・

リスク管理を行つてしヽます。具体的に|よ、管理すべきリス

クの管理部門を明確化し、リスクカテゴリーことの適切な

管理を進めるとともに、経営戦略部を統括部門とする

ALM・ リスク管理態勢を構築しています。ALM委 員会|よ、

総合的なALM・ リスク管理に関する基本方針を定めると

ともに、各リスクについて定期的にモニタリングを行つ

てしヽます。

ALM・ リスク奮軽態勢の概要

投融資部店

信用リスク管理

信用リスクと|よ、与信先の財務状況の悪化等により、

資産の価値が減少なしヽし消失 し、損矢を被るリスクをしヽ

います。信用リスク管理に|よ、個別案件の与信管理およ

び銀行全体としてのポー トフォリオ管理が必要です。

(1)個 別案件の与信管理

DB」|よ、投融資にあたつて|よ政策意義や効果に加え、

事業主体のプロジェク ト遂行能力や、プロジェク トの採

算性などを中立 ・公平な立場から審査 しているほか、債

務者格付制度を設けています。またDB」|よ、「銀行法」お

よび 「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律

(金融再生法)」の対象で|よありませんが、金融庁の 「金融

検査マニュアル」等に準拠した 「自己査定基準」に則り、

自主的に資産の自己査定を実施し、信用リスクの適時かつ

適切な把握に努めてしヽます。「債務者格付」および 「資産

自己査定」の結果|よ監査法人の監査を受けるほか、ALM

委員会に報告され、信用リスクや与信額の限度に応じた

債務者のモニタリングに活用されています。

DB」で十よ、個別案件の審査 ・与信管理にあたり、営業担

当部署と審査部署を分離し、相互に牽制が働く態勢として

います。また、貸付決定委員会、貸付金管理委員会および

投資委員会を随時開催し、個別案件の管理 ・運営における

重要事項を審議してしヽます。これらの相互牽制機能によ

り、適切な与信運営を実施する管理態勢を構築しています。
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①債務者格付制度                    ② 資産自己査定制度

DB」の債務者格付|よ、取引先等の信用状況を効率的に   資 産自己査定と|よ、債務者格付と対応する債務者区分

把握する方法として、「評点格付」と 「債務者区分」とを   お よび担保 ・保証等の状況をもとに、回収の危険性、ま

統合した信用度の尺度を用いて実施しています。      た |よ価値の毀損の危険性の度合に応 じて資産の分類を

「評点格付」と|よ、業種横断的な指標 ・評価項目を選択   行 うことであり、適時かつ適切な償却 ・引当等を実施す

し、取引先等の信用力を定量 ・定性の両面からスコア   る ためのものです。

リングにより評価するものです。一方、「債務者区分」

と|よ、一定の抽出事由に該当した債務者について、実態

的な財務内容、資金繰り、債務返済の履行状況等によ

り、その返済能力等を総合的に半」断するものです。

債務者構付区分表

齢 鋼 定 義

正常先

1 格

業況|よ良好であり、かつ、財務内

容にも特段問題がないと認めら

れる債務者。

債務履行の確実性は極めて高く、複数の優れた要素がある。DB」 の最上級の格付。

2 格 債務履行の確実性|よ非常に高く、優れた要素がある。

3格 債務履行の確実性|よ高い。

4 格
債務履行の確実性|よ十分であるが、将来、事業環境が大きく変化した場合、上位

の格付に比べてより影響を受けやすしヽ。

5格
債務履行の確実性|よ問題ないが、将来、事業環境が大きく悪化した場合、債務履

行能力が低下する可能性がある。

6 格
債務履行の確実性|よ当面問題ないが、将来、事業環境が悪化した場合、債務履行

能力が低下する可能性が高い。

7 格
現在の業況および財務内容に特段大きな問題|よないが、将来、事業環境や財務

状況が悪化した場合、債務不履行となる可能性がある。

8 格

現在の業況および財務内容の一部に留意すべき要素があるが、一定の債務履行

能力が認められるもの。創業時期にあるため本来の事業実態が格付に現れない

が、債務履行能力に問題のないものを含む。

難 訪 A 9 格
業況が低調ないし不安定な債務

者また|よ財務内容に問題がある

債務者など、今後の管理に注意を

要する債務者。

損益や財務内容に重大な問題|よないが、懸念が払拭されていない場合。

要注意先 B 10格 業況わ鳩 調また|よ財務内容に問題がある場合。

要注意先C 1 1 格
1年以内に延滞 4条件変更の可肯ヨ性がある場合、また|よ、他の金融機関に対して

延滞 条 件変更中である場合。実質債務超過でも資金支援が認められる場合。

要管理先 12格 要注意先のうち、当該債務者の債権の全部また|よ一部が要管理債権である債務者。

破綻懸念先 13格

現状、経営破綻の状況に|よないが、経営難の状態にあり、経営改善計画などの進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥

る可能性が大きいと言忍められる債務者。具体的に|よ、現状事業継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況が

著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本および利患の最終の回収について重大な懸念があり、したがって損失の発

生の可能性が高い状態で、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者。

実質般経先 14格

法的 ・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあ

ると認められるなど実質的に経営破綻に陥つている債務者。具体的に1よ、事業を形式的に1よ継続しているが、財務内容

において多額の不良資産を内包し、あるい|よ債務者の返済能力に比して明らかに週大な借入金が残存し、実質的に大

幅な債務超過の状態に相当期間陥つており、事業好転の見通しわ`ない状況、あるい|よ天災、事故、経済惰勢の急変など

により多大な損矢を被り(また|よ、これらに類する事由が生じており)、再建の見通しがない】犬況で、元金また1よ利息に

ついて実質的に長期間延浦している債務者。

破経先 15格
法的 形 式的な経営破綻の事実が発生している債務者。具体的に|よ、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形

交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥つている債務者。
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(2)ポ ー トフォリオ管理

ポー トフォリオ管理について|よ、デフォル ト実績など債

務者格付や資産自己査定に用しヽたデータ等を統計的に分

析 し、与信ポー トフォリオ全体が内包する信用リスク量を

計測しています。信用リスク量|よ、一定の与信期間に発生

すると予想される損失額の平均値である期待損失 (ELi

Expected Loss)と 、一定の確率で生じ得る最大損失から

ELの 額を差 し引いた非期待損矢 (UL i Unexpected

Loss)に よつて把握され、EととULの 計測結果をALM委 員

会に報告してしヽます。

こうしたモニタリングや対応方針の検討を通じて、リ

スクの制御およびリスクリターンの改善につしヽて鋭意検

討を進めてしヽます。

市場リスクとは、金利 ・為替 ・株式など、市場のさま

ざまなリスク要因の変動により、保有する資産 ・負債

(オフパランス取引を含む)の 価値が変動し損失を被る

リスクや、資産 ・負債から生み出される収益が変動し損

失を被るリスクのことで、DB」で|よ主に金利リスクと為

替リスクに大別されます。

①金利リスク

金利リスクとは、金利の変動にともなしヽ損失を被る

リスクのことで、資産と負債の金利また|よ期間のミス

マッチが存在してしヽるなかで金利が変動することによ

り、利益が低下なしヽし|よ損失を被るリスクです◇DB」

|よ、融資 (パンキング)業務に付随する金利リスクに

関し、キヤッシユフロー ・ラダー分析 (ギャップ分析)、

VaR (Value at Risk)、 金利感応度分村千(Basis Point

Value)等に基づいたリスク量の計測 ・分析を実施して

しヽます。また、この融資業務の金利リスクに関連し、

ヘッジロ的に限定した金利スワップを一部行つてしヽま

す。なお、DB」|よトレニディング (特定取引)業務を行

つてしヽませんので、同業務に付随するリスクはありま

せん。                     ―

②為替リスク

為替リスクと|よ、外貨建資産 ・負債につしヽてネットペ

ースで資産超また|よ良債超ポジションが造成されてしヽ

た場合に、為替の価格が当初予定されていた価格と相

違することによつて損失が発生するリスクです◇DB」

の為替リスク|よ外貨建融資および外貨建債券発行によ

り発生します。これにつしヽて十よ、通貨スワップを利用

することによリリスクヘッジを行つてしヽます。なお、ス

ワップにともなうカウンターパーティリスク (スワッ

市場リスク ・流動性リスク管理

(1)市 場リスク プ取り組み相手が義務を履行できなくなるリスク)に

つしヽて|よ、スワップ取り組み相手の信用力を常時把握

するとともに、複数機関に取引を分散させることによ

り管理を行つています。

(2)流 動性リスク

流動性リスクと|よ、運用と調達の期間のミスマッチや

予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難にな

る、また1よ通常よりも著しく高しヽ金利での資金調達を余

儀なくされることにより損失を被るリスク (資金繰リリス

ク)と 、市場の混乱等により市場において取引ができなく

なつたり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀

なくされることにより損失を被るリスク (市場流動性リ

スク)が あります。

これらのリスクに関して、ます、DB」における資金調達

|よ主に、預金を|よじめとする短期資金で|よなく、国の財政

投融資計画に基づく財政融資資金、政府保証債、財投機

関債などの長期 ・安定的な資金に依拠してしヽます。

また、不測の短期資金繰り調整等に備え、手元資金|よ

安全性と流動性を勘案した短期資金を中′いとしてしヽるほ

か、複数の民間金融機関との間で当座貸越枠の設定等も

行つてしば す。

さ らに、日銀決済 の R T G S ( R e a l  T i m e  G r o s s

SetderYlent i]取引ことに即時に決済を行う方式)を活用

して営業時間中の流動性を確保するとともに、決済状況

について適切な管理を実施してしヽます。

DB」で|よ、イ言用リスクのみならす、市場リスク ・流動性リ

スクについても、ALM委 員会におしヽて審議を行つてしヽます。
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オペレーショナルリスク管理

DB」で|よ、内部プロセス・人 ,システムが不適切もしく

|よ機能しないこと、また|よ外性的事象が生起することか

ら生じる損失に係るリスクを、オペレーショナルリスク

と定義してしヽます。DB」におしヽて|よ、リスク管理態勢の

整備等の取り組みを通じて、リスクの肖」減と顕在化の防

止に努めています◇

オペレーショナルリスク管理について|よ、一般リスク

管理委員会におしヽて審議を行しヽます◇

オペレーショナルリスク管理のうち、特に事務リスク

管理およびシステムリスク管理について|よ、以下のとお

りです。

(1)事 務リスク管理

事務リスクと|よ、役職員が正確な事務を怠る、あるしヽ

|よ事故 ・不正等を起こすことにより損失を被るリスクで

す。DB」において|よ、マニュアルの整備、事務手続きに

おける相互チェックの徹底、教育 ・研修の実施、システ

ム化による事務作業負担の軽減等を通じ、事務リスクの

肖」減と発生の防止に努めています◇

(2)シ ステムリスク管理

システムリスクと|よ、コンピユータシステムのダウン

また|よ誤作動などシステムの不備等にともない損失を被

るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されること

により損失を被るリスクをさします。DB」において十よ、

適切なシステムリスク管理のために次のような内部体制

を整備してしヽます◇

情報資産を適切に保護するための基本方針である 「情

報セキュリテイポリシー」を制定し、一般リスク管理委

員会においてシステムリスク管理に関する事項につしヽて

審議を行います。また、情報セキュリティの維持管理を

一元的に行うために、セキュリティ総括 ・管理部門を設

置し、各部門 ・支店における安全対策実施の責任者とし

て情報資産管理者を置くことでポリシー連守体制を構築

してしヽます。

具体的なシステムリスク管理策として、システム開発

手順の標準化による障害の末然防止および信頼性の向上、

アクセス権およびパスワー ド管理による不正侵入の防止、

情報資産管理の徹底による情報漏洩の防止等、各種対策

を推進しています。また、主要な八― ドウェア/ソ フト

ウェアの二重化を行つていることに加え、パックアップ

センターを構築 し、「業務継続計画 (BCP i Business

Continuity Pian)マニュアル」を策定して障害や災害の

発生時に備えてしヽます◇

新しい自己資本比率規制 (バーゼルI)へ の対応

平成19年3月末より、新ししヽ自己資本比率規制 (パーゼルエ)

が導入されました。パーゼルエは、預金取り扱い金融機関 (銀

行 ・信用金庫 ・信用組合ほか)を対象としており、DB」は直接

の規待」対象ではありませんが、リスク管理の高度化につなげる

べく対応を行つてしヽます。

パーゼルⅡIよ、以下の3つの柱からなつています。

第1の柱 最 低所要自己資本比率

パーゼルエにより定められた方式により、リスクアセット

(リスク望)を計算し、自己資本比率が国内基準行で4b■執 上、

国際統一基準行では80/o以上を求められてしヽます。パーゼル

Eで は、信用リスクアセットの計算がより精級化されるとと

もに、オペレーシ∃ナルリスクが新たに規制の対象となりま

した。DB」の自己資本比率|よ連結ベースで18,900/oと、高しヽ

安全陸 維持してしヽます。

第2の柱 金 融機関の自己管理と監督上の検証

金融機関自身が第1の柱の対象となつてしヽなしヽリスクを含め

て主要なリスクを把握したうえで、経営上必要な自己資本額

を評価し、当局がそれを検証するものです。DB」|よ、統合リス

ク管理により自己管理の態勢を構築し、対応しています。

第3の柱 情 報開示による市場規律

各リスク重とその計算方法などの開示を充実することで、

市場規律を高め、結果として金融機関のリスク管理の高度化

を進めようとするものです。「財務の状況」のP.125以降が該

当する開示項目になります。
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■ディスクロージャー

DB」|よ、経営の透明性を高め、お客さま、地域社会、

民間金融機関、地方自治体、政府を1よじめとするあらゆ

るステークホルダーの方々に一層謹理解 。こ信認いただ

けるよう、コミュニケーションの拡充と、公正かつ適

時 ,適切な情報開示に努めています。

ディスクロージャー体制

DB」|よ、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関す

る法律」に基づき、情報開示に関して適切に対応する体制

を整えています。

また、ディスクロージャーを行うにあたつて|よ、その対

象ことに担当部署の役書」の明確化を図つています◇投資

家に対して|よ財務部、マスコミに対して|ま総務部 (報道)、

その他マスメディア等に対して|よ経営戦略部 (広報)が

中心となり、インターネットや出版物などさまざまなツ

ー)レを利用した情報開示を行つています。

情報開示資料など

DB」|よ、次のような各種開示資料や広報誌、ホームペー

ジ等を通じて、幅広い情報開示を行つてしヽます。

①法令等に基づく情報開示資料

財務諸表等

業務報告書

決算報告書

行政コス ト計算書

②目主的な情報開示資料

CSR'デ ィスクロージャー誌

Annual Report

債券報告書

③その他

『DB」ournal』(広報誌)

ホームページhttp://w前日dbi■g。.jp/

●
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